
 

青森中央短期大学研究倫理指針  

 

前文  

本指針は 、本学建学の精神に基づいて 、本学において研究活動に従事する者 (以下、研

究者と表記 )が研究 ・教育 ・ 学会活動に際して尊重すべ き基本的姿勢、心がけるべきこ とを

示したものである 。  

現在 、科学研究全般において 、社会 との関係が厳し く問われる よ う になってい る 。社会 との

関係が問われる と い う こ とは 、研究活動全体において、倫理的妥当性が求められるとい う こ とであ

る 。しかし同時に研究活動は開かれた可能性を持つべきであり 、 対象や方法、意義を見出す

視点がきわめて多岐にわたるこ と か ら 、 一律の詳細な基準を課すことは困難である 。また倫

理綱領や指針に求められる内容も 、時代と社会的要請に よって変化し 、研究目的や具体的

な状況によっても解釈 ・適用が左右される 。  

目的  

したがって本指針は 、研究の全体の統制や 、研究の自由と可 能性を束縛しよ う とする もの

ではな く 、むしろ 、 さ まざまな圧力や誘惑から研究活動を守るこ とによ り教育や研究の水準を

高め、社会の信頼に応 えていくために策定する 。本指針の規定と精神をふまえて、研究者が

主体的・自律的に研究・教育をすすめてい くこ とを期待する 。  

なお 、本指針は 、すべての研究者の研究・教育等の活動の指針と して作成されている と と も

に 、研究者が学生の教育指導にあたる 場面にも重点をおいている 。本学の研究者が本指針

を熟読し 、研究・教育などに活用されるこ とを願ってや まない 。  

 

1 ．  研究と調査における基本的配慮事項  

( 1 )  研究・調査における社会正義と人権の尊重  

研究を計画する際には、その研究活動全体が、社会正義に反する可能性や、個

人の人権の侵害の可能性について慎重に確認すべきである。と りわけ、特定の個人

や団体、組織等の名誉を毀損したり、無用に個人情報を開示したりすることがないか、

などについて十分注意することが必要である。  

なお、利益相反に関する事項については「青森田中学園における利益相反に関

する規定」により別途定める 。  



 

( 2 ) 人を対象 とす る研究および調査について  

本学の内外で行 う人 を直接の対象 とす る研究お よび調査の計画 と実施につい

ては 、別途 『 青森中央短期大学 「 人 を対象 と す る研究 」 倫理ガ イ ド ラ イ ン 』 に て そ

の詳細を定め る 。 本学研究者はそのガ イ ド ラ イ ン を順守す る こ と と す る 。  

( 3 ) データの扱い方  

a .  偽造・捏造・改ざんの禁止  

デー タの偽造 ・ 捏造は 、研究者 と し ての職業上の存在意義にかかわ る問

題であ り 、 調査対象者や共同研究者に対す る背信行為であ る 。 こ の た め 、研

究 ・ 調査に よ っ て得 られ たデー タは公正に取 り扱 う こ と と し 、 偽 造 ・ 捏造 ・ 改

ざ んな ど を固 く 禁 じ る 。  

b .  データの管理  

調査で得 られ たデータは 、調査中 も調査後 も厳正な管理を行 う こ と 。  

( 4 )  学生の研究活動における教員による指導  

学生が調査 ・ 研究 を行 う 場合 、指導に あた る者は 、事前に学生が研究 ・ 調査

の基本的倫理を学ぶこ と が で き る よ う 配慮 し 、 調査の現場で研究倫理か ら逸脱

す る こ と が ない よ う に指導お よび監督を行 う こ と と す る 。  

( 5 ) 謝礼の扱い  

研究 ・ 調査に あた ってデー タの提供者から常識を越え る金銭や物品の供与を

受けた り 、 あ る いはデー タの提供者に過大な金銭 ・ 物品等を提供 した り し てはな

ら ない 。経費の妥当性について 、慎重に考慮す る こ と と す る 。  

2 ．  論文執筆など研究結果の公表にあたって  

( 1 ) 他者のオリジナリティの尊重  

研究結果の公開にあた っ て 、 他の研究者や原著者のオ リ ジナ リ テ ィ は も っ と も

尊 重 され る べ き で あ り 、 他 の 研究者の著作者 と し て の権利 を侵害 し て は な ら な い 。  

( 2 ) 先行研究の尊重  

学術論文を執筆する際は先行研究を適切にふまえ、論文の中で明示する必要が

ある。  



 

 

( 3 ) 著作権の尊重  

a .  引用の基本原則  

他者の著作か らの引用は 、公表 され た もの か らのみ可能であ る 。  

公表 され た著作か ら引用す る場合は 、著作権法第 3 2 条の引用に関す る

規定に も と づいて 、著作権保有者の許可な く 引用す る こ と が で き る 。 引用に

際 し ては （ a ） 引 用が必要不可欠であ る 、 （ b ） 引 用箇所は必要最小限の分量

に と どめ る 、 （ c ） 引 用文 と地の文を明確に区別す る 、 （ d ） 原 則 と し て原文 ど

お り に引用す る 、 （ e ） 著 作者名 と著作物の表題 、引用頁数など出典を明示

す る 、 と い う 基本原則を遵守す る こ と 。  

ま た 、 研究会での レジ ュ メ や私信などの公開 され ていない もの か ら引用す

る場合には 、引用 され る側の許可を必要 とす る 。  

b .  オリジナリティの高い創作物に関する原則  

オリジナリティの高い図表や写真・絵画・歌詞、その他の創作物を使用する

場合は、原則として 「引用 」ではなく 、他者の著作物の「使用」にあたるものと考

える。その場合には、当該図表・写真・絵画・  歌詞などの著作権者から使用の

許諾を受けなければならない。  

c .  著作者の権利  

著作者であることによって、大別して、経済的利益の保護を目的とした財産

権である著作権と、人格的利益の保護を目的とした著作者人格権の二つの権

利が派生する。著作者としての自分の  権利を守り、また、他者の権利を侵害し

ないように留意することが重要である。なお、著作権を発行元に譲渡する場合

には、著作者人格権は、あくまでも著者自身にあることに留意すること 。  

( 4 ) 投稿規定・執筆要項の遵守  

論文を雑誌に投稿する際は 、各雑誌の投稿規定 ・ 執筆要項あ る いは これに準

ず る も の を遵守する こ と 。  

( 5 ) 「二重投稿」の禁止  



 

同一あ る いはほ と んど同一内容の論文を 、同時に別々の雑誌に投稿す る こ と

は 「 二重投稿 」 で あ り 、 こ れ を禁 じ る 。  

3 ．  研究費等の取り扱い  

研究費等の取扱いについては、別途定められた 「青森中央短期大学における研

究費等の取扱いに関する規定」に従うこと 。  

4 ．  研究におけるハラスメント  

研究活動に関連 し て生 じ た あ る い は生 じ る 恐れ の あ る ハ ラ ス メ ン ト に つ い ては 、

別途定め られ た 『 青森中央短期大学 「 ハ ラ ス メ ン ト の 防止等に関す る規則 」 』 に

従 う こ と 。  

5 ．  指針の遵守に向けて  

本指針および関連規定は 、本学におけ る研究活動の倫理的指針を示した

ものであ る 。本学の研究者はこれを規範 と し て遵守する もの とす る 。  

 

付則  

本指針の運用に関する事務は 、研究支援課の担当 とす る 。  

本指針の改正は、研究活動推進委員会の議を経て行う。  

本指針は 2 0 １ ４ 年 ４ 月 １ 日よ り施行する。  

本指針は 2 0 1 5 年 4 月 1 日 よ り 改訂 ・ 施行す る 。  


